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関
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一
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を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
一
月
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



- 2 -

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

別表第１ 別表第１

１ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾病の １ 次に掲げる成分を含有する製剤（体外診断用医薬品（専ら疾病の

診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動 診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち、人又は動

物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。）を 物の身体に直接使用されることのないものをいう。以下同じ。）を

除く。） 除く。）

⑴～⑷ （略） ⑴～⑷ （略）

⑸ アテゾリズマブ（遺伝子組換え） （新設）

⑹～(20) （略） ⑸～(19) （略）

(21) イノツズマブ オゾガマイシン（遺伝子組換え） （新設）

(22)～(41) （略） (20)～(39) （略）

(42) エタネルセプト（遺伝子組換え）［エタネルセプト後続１］ （新設）

(43)～(162) （略） (40)～(159) （略）

(163) デュピルマブ（遺伝子組換え） （新設）

(164)～(223) （略） (160)～(219) （略）

(224) ベンラリズマブ（遺伝子組換え） （新設）

(225)～(250) （略） (220)～(245) （略）

２～４ （略） ２～４ （略）


